
船舶インシデント調査報告書 

令和４年７月６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（機関故障） 

発生日時 令和３年３月２２日 １３時２０分ごろ 

発生場所 三重県四日市港内 

四日市港第３航路第１号灯標から真方位３３８°２８０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°５９.２′ 東経１３６°４２.２′） 

インシデントの概要  油タンカー第三宝勢
ほうせい

丸は、航行中、主機の運転ができなくなり、運

航不能となった。 

インシデント調査の経過 令和３年５月１３日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

油タンカー 第三宝勢丸、４９８トン 

 １４０１０１、井原海運株式会社 

 ディーゼル機関、船内機、４サイクル、出力１,０２９kＷ、回転数

毎分３８０、６気筒、ボア２８０㎜、使用燃料Ａ重油、平成１７年

２月７日進水 

 乗組員等に関する情報 船長、三級（航海） 

機関長、三級（機関）（機関限定） 

 負傷者 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ 

 インシデントの経過等 本船は、船長及び機関長ほか５人が乗り組み、四日市港第三航路を

出口に向けて南東進中、船長が船橋の遠隔操縦ハンドルで主機を低速

力の回転数毎分（rpm）約２６０から航海全速力の約３４５rpm にふだ

んどおり増速したところ、主機が異音と黒煙を発して停止した。 

機関長は、主機を再始動して極微速力の１７０rpm としたが、本船

が四日市港第三航路を出た付近で、主機の潤滑油圧力が低下している

のを認め、主機を手動で停止し、運航不能と判断した。 

本船は、航路外で錨泊した後、付近の造船所岸壁までタグボートで

えい
．．

航された。 

主機は、本インシデント後、機関製造会社による開放点検の結果、

船首側から順に番号が付けられた２番シリンダのシリンダライナにス

カッフィング（摩擦による溶着に伴う引っ掻
か

き傷）痕
こん

、ピストンスカ

ートにスカッフィング痕及びクラック等が認められた。 

 

主機は、令和２年２月に全シリンダのピストン抜きが、令和３年３

月に全シリンダの吸排気弁の整備が入渠して行われていた。 



 主機回転の増速は、自動制御で行う機能がなく、操縦レバーを手動

で操作することによって行われており、取扱説明書の増速要領に沿っ

て行われず、同要領よりも短い時間で行われていた。 

 機関製造会社の担当者は、本インシデント当時、急な増速を行った

ことによって主機２番シリンダのピストンが不均一に熱膨張してシリ

ンダライナにスカッフィングを生じて回転数が低下し、ガバナが各シ

リンダに燃料を多量に供給したものの、燃焼不良で失火して主機が停

止したと推測した。 

 主機は、約１６年間使用されていた。 

分析 本船は、乗組員により取扱説明書の増速要領が把握されていない

中、航行中、船長が、同要領よりも短い時間で主機の回転数を上げて

航行していたことから、主機２番シリンダのピストンに不均一な熱膨

張が起こって同シリンダライナにスカッフィングを生じ、主機の運転

ができなくなって運航不能となったものと考えられる。 

原因 本インシデントは、本船が乗組員により取扱説明書の増速要領が把

握されていない中、航行中、船長が、同要領よりも短い時間で主機の

回転数を上げて航行していたため、主機２番シリンダのピストンに不

均一な熱膨張が起こって同シリンダライナにスカッフィングを生じ、

主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・主機を手動で増速する際、取扱説明書に記載された増速要領に沿

って適切に行うこと。 

 


